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○防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程 

平成二十三年三月二十五日 

水道局規程第五号 

改正 平成二四年三月二六日上下水道局

規程第二号

平成二五年三月二九日上下水道局規程

第五号

平成二五年一二月二五日上下水道局規程

第九号

平成二六年六月二五日上下水道局規程

第六号

平成二八年三月三一日上下水道局規程第

四号

平成二八年三月三一日上下水道局規程

第九号

（題名改称）

令和二年三月二六日上下水道局規程第三

号

 

（趣旨） 

第一条 この規程は、防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例（昭和

四十六年防府市条例第二十八号。以下「条例」という。）第十三条の規定に基づ

き、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（平二八上下水道局規程九・一部改正） 

（受益者の地積） 

第二条 条例第四条に規定する受益者が負担する負担金の算定基準となる土地の地

積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき、又は上下水道事業管理者（以

下「管理者」という。）が必要と認めるときは、実測によることができる。 

（平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正） 

（受益者の申告） 

第三条 条例第五条の規定により公告された区域内の土地に係る受益者は、管理者

の定める期日までに、下水道事業受益者申告書（第一号様式）を管理者に提出し

なければならない。この場合において、受益者が条例第二条ただし書に規定する

受益者（以下「権利者」という。）であるときは、土地の所有者と連署して提出

しなければならない。 
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２ 前項の場合において、同一の土地について二人以上の受益者があるときは、代

表者を定め、代表者が申告しなければならない。 

３ 管理者は、前二項の規定による申告のないとき又は申告の内容が事実と異なる

と認められるときは、申告によらないで受益者を認定することができる。 

（平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正） 

（端数計算） 

第四条 条例第四条に規定する受益者が負担する負担金の額を計算する場合におい

て、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ 条例第十条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎と

なる負担金の額に千円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が二千円未満

であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

３ 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満である

ときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

４ 第八条に規定する報償金の額を計算する場合において、その額に十円未満の端

数があるときは、これを切り捨てる。 

５ 第二項及び第三項の規定は、第十条の還付又は充当加算金について準用する。 

（平二五上下水道局規程九・一部改正） 

（負担金の額等の通知） 

第五条 条例第六条第三項の規定による負担金の額及び納期限の通知は、下水道事

業受益者負担金決定通知書（第二号様式）によるものとする。 

（負担金の納期等） 

第六条 条例第六条第四項本文の規定により各年度に納付すべき負担金の納期は、

次のとおりとする。 

第一期 六月一日から同月三十日まで 

第二期 九月一日から同月三十日まで 

第三期 十二月一日から同月二十五日まで 

第四期 翌年三月一日から同月三十一日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、各年度において、管理者が特に必要と認めるときは、
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当該年度の各納期の納付期間を変更することができる。 

３ 各納期の納付額は、負担金の額を二十で除して得た額とする。この場合におい

て、その額に十円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度の第一期分

に合算するものとする。 

４ 各納期の納付額及び納期限の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書（第

三号様式。以下「納入通知書」という。）又は下水道事業受益者負担金納入通知

書兼領収書（第四号様式）によるものとする。 

（平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正） 

（負担金の一括納付） 

第七条 条例第六条第四項ただし書に規定する「一括納付」とは、受益者が各年度

の第一期の納期に係る負担金を納付する場合に、当該納期後の全納期又は当該各

年度の第二期から第四期までの納期に係る負担金を併せて納付することをいう。 

（一括納付報償金） 

第八条 管理者は、受益者が条例第六条第四項ただし書の規定によって一括納付を

したときは、当該受益者に対し、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に、

別表第一の上欄に掲げる当該一括納付をした期間の区分に応じ、それぞれ当該下

欄に掲げる率を乗じて得た金額に相当する額の報償金を交付する。ただし、報償

金の額が十円未満であるとき、又は当該受益者の未納に係る負担金があるときは、

これを交付しない。 

（平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正） 

（過誤納金の取扱い） 

第九条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金（以下「過誤納金」という。）が

あるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴

収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。 

２ 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞な

くその旨を当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付（充当）通

知書（第五号様式）により通知するものとする。 

（平二六上下水道局規程六・平二八上下水道局規程九・令二上下水道局規



4/39 

程三・一部改正） 

（還付又は充当加算金） 

第十条 管理者は、前条第一項の規定により過誤納金を還付し、又は徴収金に充当

する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定し

た日又は充当した日までの期間に応じ、その金額に年七・三パーセントを乗じて

計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものと

する。 

（平二五上下水道局規程九・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規

程三・一部改正） 

（負担金の徴収猶予） 

第十一条 条例第七条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水

道事業受益者負担金徴収猶予申請書（第六号様式）を管理者に提出しなければな

らない。この場合において、当該申請書を納入通知書を受け取った日以後に提出

する場合は、当該納入通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日か

ら三十日以内に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第二の下水道事業受益者

負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金

徴収猶予決定通知書（第七号様式）により申請者に通知するものとする。 

３ 管理者は、条例第七条第一号の規定により徴収を猶予した場合において、猶予

期間経過後もその土地等の状況に変わりがないときは、当該猶予期間を延長する

ことができる。 

４ 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨

を管理者に届け出なければならない。 

（平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正） 

（負担金の減免） 

第十二条 条例第八条第二項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下

水道事業受益者負担金減免申請書（第八号様式）を管理者に提出しなければなら

ない。この場合において、当該申請書を納入通知書を受け取った日以後に提出す
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る場合は、当該納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から三十

日以内に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第三の下水道事業受益者

負担金減免基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免

決定通知書（第九号様式）により申請者に通知するものとする。 

３ 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管

理者に届け出なければならない。 

（平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正） 

（賦課徴収に関する事務の委任） 

第十三条 管理者は、地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第十三

条第二項の規定により、負担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に

掲げる事務の権限を委任する。 

一 負担金の賦課徴収に関する調査及び質問に関すること。 

二 負担金の滞納者の財産の捜索及び差押に関すること。 

２ 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は、その身分を示す証票（第十号

様式）を携帯し、事務の執行に際し必要があるときは、これを提示しなければな

らない。 

（平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正） 

（受益者の変更） 

第十四条 条例第九条に規定する受益者の変更があったときは、その当事者は、変

更があった日から三十日以内に下水道事業受益者異動申告書（第十一号様式）を

管理者に提出しなければならない。この場合において、当事者が権利者であると

きは、当該申告書に土地所有者の連署を要するものとする。 

２ 管理者は、前項の申告書の提出があったときは、負担義務の消滅について下水

道事業受益者負担金更正決定通知書（第十二号様式）により従前の受益者に通知

するものとする。 

３ 第五条及び第六条第四項の規定は、新たに受益者となった者が納付すべき負担

金の額及び納期限の通知について準用する。 
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（平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正） 

（納付代理人の申告） 

第十五条 受益者は、市内に住所、居所又は事務所を有しないとき又は有しなくな

ったときは、遅滞なく、受益者に代わって負担金の納付に関する事項を処理させ

るため、市内に住所を有し独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下

水道事業受益者負担金納付代理人申告書（第十三号様式）を管理者に提出しなけ

ればならない。納付代理人を変更したときも同様とする。 

（平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正） 

（住所の変更の申告） 

第十六条 受益者又は納付代理人は、住所、居所又は事務所を変更したときは、遅

滞なく下水道事業受益者、納付代理人住所（居所）変更申告書（第十四号様式）

を管理者に提出しなければならない。 

（平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正） 

（延滞金の減免） 

第十七条 条例第十条第三項の規定により延滞金を減免する場合は、次に掲げると

おりとする。 

一 受益者が死亡したとき。 

二 受益者が公の生活扶助を受けているときその他これに準ずる特別の事情があ

ると認められるとき。 

三 受益者である法人が解散し、又は受益者が破産手続開始の決定を受けたとき。 

四 納入通知書の送達の事実を受益者において知ることができない正当な理由が

あるとき。 

五 その他前各号に掲げるもののほかこれらに類する特別の事情があるとき。 

（平二五上下水道局規程九・一部改正） 

（督促） 

第十八条 条例第十一条に規定する督促は、下水道事業受益者負担金督促状兼領収

書（第十五号様式）による。 

２ 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日を経過し
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た日とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の日前に、防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条

例施行規則（昭和四十六年防府市規則第三十九号）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。 

（還付又は充当加算金の割合の特例） 

３ 当分の間、第十条に規定する還付又は充当加算金の年七・三パーセントの割合

は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置

法（昭和三十二年法律第二十六号）第九十三条第二項の規定により告示された割

合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）

が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特

例基準割合とする。 

（平二五上下水道局規程九・追加） 

附 則（平成二四年三月二六日上下水道局規程第二号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものにつ

いては、適宜修正のうえ使用することができる。 

附 則（平成二五年三月二九日上下水道局規程第五号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現に防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例

（昭和四十六年防府市条例第二十八号）第七条第一号（同条例第十三条において
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準用する場合を含む。）の規定により徴収を猶予されている者の猶予期間につい

ては、この規程による改正前の別表第二の規定に関わらず、この規程による改正

後の別表第二に規定する猶予期間を適用する。 

３ この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについ

ては、適宜修正のうえ使用することができる。 

附 則（平成二五年一二月二五日上下水道局規程第九号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第十条及び附則第三項の規定は、還付又は充当加算金のうち平成二十

六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応す

るものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号）抄 

（施行期日） 

１ この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。 

（様式の改正に伴う経過措置） 

４ この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについ

ては、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成二八年三月三一日上下水道局規程第四号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについ

ては、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成二八年三月三一日上下水道局規程第九号）抄 

（施行期日） 

１ この規程は、平成二十八年七月一日から施行する。 

附 則（令和二年三月二六日上下水道局規程第三号）抄 
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（施行期日） 

１ この規程は、令和二年四月一日から施行する。 

（様式の改正に伴う経過措置） 

３ この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについ

ては、適宜修正の上使用することができる。 

別表第一（第八条関係） 

（平二八上下水道局規程九・一部改正） 

一括納付する期間 報償金交付率 

一年分 百分の四 

二年分 百分の八 

三年分 百分の十二 

四年分 百分の十六 

五年分 百分の二十 

別表第二（第十一条関係） 

（平二五上下水道局規程五・平二六上下水道局規程六・平二八上下水道局

規程九・令二上下水道局規程三・一部改正） 

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準 

該当条項 徴収猶予基準 被害等の程度 猶予期間 備考 

条例第七条

第一号 

田畑、山林、原野、沼地そ

の他これらに準ずる土地

（宅地と認められるもの

を除く。）に係る受益者 

 当該土地が宅地

化されるまでの

期間 

 

係争地  受益者決定まで

の期間 

 

その他管理者が特に認め

た受益者 

 管理者が必要と

認める期間 

 

条例第七条

第二号 

災害等により家屋に被害

を受けた受益者（火災につ

三〇％以上 六月以内  

五〇％以上 一年以内  
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いては焼失割合とし、風水

害については破壊割合と

する。） 

一〇〇％ 二年以内  

盗難にあった受益者 一〇万円以上 六月以内  

三〇万円以上 一年以内  

五〇万円以上 一年六月以内  

一〇〇万円以

上 

二年以内  

受益者又は同居の親族が

病気又は事故等により長

期療養を必要とする場合 

一年以上 二年以内  

その他特に管理者が認め

た受益者 

 管理者が必要と

認める期間 

 

別表第三（第十二条関係） 

（平二六上下水道局規程六・平二八上下水道局規程九・令二上下水道局規

程三・一部改正） 

下水道事業受益者負担金減免基準 

該当条項 対象 減免率 ％ 備考 

条例第八条第二項

第一号 

一 国公立の学校及び

幼稚園用地 

七五  

二 国公立の社会福祉

施設用地 

七五  

三 国公立の社会教育

施設用地 

七五  

四 警察法務収容施設

用地 

七五  

五 国公立の一般庁舎

用地 

五〇  
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六 国公立の病院及び

診療施設用地 

二五  

七 有料の公務員宿舎

用地 

二五  

条例第八条第二項

第二号 

国又は地方公共団体

がその企業の用に供し

ている土地 

二五  

条例第八条第二項

第三号 

国又は地方公共団体

が公共の用に供するこ

とを予定している土地 

一〇〇  

条例第八条第二項

第四号 

公の生活扶助を受け

ている受益者その他こ

れに準ずる特別の事情

があると認められる受

益者 

一〇〇  

条例第八条第二項

第五号 

事業のため土地、物

件、労力又は金銭を提

供した受益者 

提供された土地、物件、

労力又は金銭に対する

範囲で減額 

 

条例第八条第二項

第六号 

一 宗教法人法（昭和

二十六年法律第百二

十六号）及び墓地埋

葬等に関する法律

（昭和二十三年法律

第四十八号）に基づ

き、墓地又は境内地

の用に供している土

地 

墓地 一〇〇 

境内地 五〇 

 

二 私立学校法（昭和 七五  
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二十四年法律第二百

七十号）第三条に規

定する学校法人が設

置し、管理する学校

の用に供している土

地（管理人又は職員

等の住居に使用する

建物の用地を除く。） 

三 社会福祉法（昭和

二十六年法律第四十

五号）第二十二条に

規定する社会福祉法

人が同法第二条に規

定する事業を実施す

る施設の用に供して

いる土地（管理人又

は職員等の住居に使

用する建物の用地を

除く。） 

七五  

四 鉄道事業法（昭和

六十一年法律第九十

二号）第七条に規定

する鉄道事業者が、

同法第二条に規定す

る鉄道事業に係る踏

切、路線用地、駅舎

若しくはプラットホ

ーム又は駅前広場の

踏切 一〇〇 

路線用地 五〇 

駅舎・プラットホーム 

五〇 

駅前広場 一〇〇 
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用に供している土地 

五 公道と同様に公共

性のある私道 

一〇〇  

六 地区所有の会館又

は集会所等の用に供

している土地 

一〇〇  

七 消防団が所有又は

使用する消防用備品

等の格納の用に供し

ている土地 

一〇〇  

八 国、県又は市が文

化財として指定した

土地（住居の用に供

する建物の敷地を除

く。） 

一〇〇  

九 その他管理者が認

めるもの 

管理者が必要と認める

率 
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第１号様式（第３条関係） 

（平２６上下水道局規程６・平２８上下水道局規程９・令２上下水道局規

程３・一部改正） 

第２号様式（第５条関係） 

（平２８上下水道局規程９・全改、令２上下水道局規程３・一部改正） 

第３号様式（第６条関係） 

（令２上下水道局規程３・全改） 

第４号様式（第６条関係） 

（令２上下水道局規程３・全改） 

第５号様式（第９条関係） 

（平２８上下水道局規程９・全改、令２上下水道局規程３・一部改正） 

第６号様式（第１１条関係） 

（平２８上下水道局規程９・全改、令２上下水道局規程３・一部改正） 

第７号様式（第１１条関係） 

（平２８上下水道局規程９・全改、令２上下水道局規程３・一部改正） 

第８号様式（第１２条関係） 

（平２８上下水道局規程９・全改、令２上下水道局規程３・一部改正） 

第９号様式（第１２条関係） 

（平２８上下水道局規程９・全改、令２上下水道局規程３・一部改正） 

第１０号様式（第１３条関係） 

（平２８上下水道局規程９・全改、令２上下水道局規程３・一部改正） 

第１１号様式（第１４条関係） 

（平２６上下水道局規程６・平２８上下水道局規程９・令２上下水道局規

程３・一部改正） 

第１２号様式（第１４条関係） 

（平２８上下水道局規程９・全改、令２上下水道局規程３・一部改正） 

第１３号様式（第１５条関係） 

（平２８上下水道局規程９・全改、令２上下水道局規程３・一部改正） 
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第１４号様式（第１６条関係） 

（平２６上下水道局規程６・平２８上下水道局規程９・令２上下水道局規

程３・一部改正） 

第１５号様式（第１８条関係） 

（令２上下水道局規程３・全改） 

 


